警察の　相談ダイヤル　＃９１１０
警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他県民の皆様の安全と平穏についての相談に応じています。
 (
事件や事故など、緊急の場合は「１１０番」に通報をいただいています。では、緊急の事件や事故以外で、警察に相談したり、助言を求めるときに
は
どこに電話連絡すればいいのでしょう。
そんなときには「１１０」
の前に「＃９」を付け、局番なしの「＃９１１０」に電話してください。家庭の電話（プッシュ回線）や公衆電話、携帯電話、ＰＨＳで「＃９１１０」をプッシュすれば警察本部の住民コーナーにつながります。
)■１１０番は緊急電話　警察相談専用電話は＃９１１０（シャープきゅういちいちまる）







· ダイヤル回線及び一部のＩＰ電話からは「＃９１１０」につながりません。
その場合、直通電話「０５２－９５３－９１１０」におかけください。
※　開設時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００です。
※　相談料は無料ですが、通話料は必要となります。
※　電話番号のかけ間違いが発生しています。電話番号をよく確認しておかけください。
■警察相談専用電話は、犯罪等による被害の未然防止や安全と平穏に関する相談を受け付けています。
 (
警察相談専用電話では、犯罪等による被害の未然防止や県民の皆様の皆さまの安全と平穏に関することの相談に応じています。事件や事故には至っていないが不安や危険を感じていることなど、どこに相談してよいか分からず一人で悩んでいる人はいないでしょうか。
その様な時、「＃９１１０」に連絡すれば、警察の相談員が相談にのり、必要な助言や措置をとり、内容によっては専門の相談窓口を教えます。安心してご相談ください。
)
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◎　犬山警察署においても相談を受付けています。
（０５６８）６１－０１１０内線２２７住民サービス係
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